「玉東町住宅用太陽光発電システム設置費補助金」

（事業の目的）

太陽光発電システムの導入を促進することにより、温室効果ガスの排出削減及び新エネルギーの普及を進める。
（受付期間）

　平成2３年４月１日～平成2４年２月２９日（予算の範囲の受付）

　（3月31日まで電力会社と電力契約が出来かつ、実績報告が出来ること）

（補助金の額）

補助金の額は、対象システムを構成する太陽光電池の最大出力（単位はKW表示とし小数点以下2桁未満は切り捨て、出力が５KWを超えるシステムについては５KWとする。）に、１KW当たり２万円を乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
（補助の対象者）

１　玉東町に住所を有する町内の住宅に対象システムを設置しようとする個人であり、国庫補助金に関する受理決定を受けていること。

　２　国、県、町補助金の合計金額が太陽光発電システム設置に係る費用を超えないこと。

　３　補助金の交付は、１住宅及び１世帯につき１回限りです。
（交付申請）

補助金の交付を申請する者は、玉東町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付申請書に次の掲げる書類を添付してください。
１　補助金交付申請書に、対象システムに係る受理決定通知の写し及び国に提出した補助金交付申請書一式の写しを提出してください。
２　着工前の写真

３　その他町長が必要と認める書類
【お問合せ】玉東町　町民福祉課　TEL８５－３１８３







